
　
国
民
健
康
保
険
税

　
国
民
健
康
保
険
税
は
、
同
一
の

世
帯
に
属
す
る
方
の
分
を
ま
と
め

て
世
帯
主
の
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

納
税
通
知
書

　
普
通
徴
収
の
方
は
、
６
月
上
旬

に
送
付
し
ま
す
。
年
金
か
ら
の
特

別
徴
収
と
な
る
方
に
は
、
７
月
中

旬
に
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
申
し
出
に
よ
り
口
座
振

替
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

75
歳
以
上
の
方
（
65
歳
以
上
で
一

定
の
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
方
を
含

む
）
が
加
入
者
と
な
っ
て
納
め
て

い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　
保
険
料
率
な
ど
に
つ
い
て
は
２

年
に
一
度
見
直
さ
れ
、
今
年
度
が

見
直
し
の
年
と
な
り
ま
す
。

納
入
通
知
書

　
普
通
徴
収
の
方
の
納
入
通
知
書

は
、
６
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

年
金
か
ら
特
別
徴
収
と
な
る
方

　
減
免
と
は
、
納
付
す
べ
き
額
の

一
部
ま
た
は
全
部
を
免
除
す
る
も

の
で
す
。
次
の
事
項
に
該
当
す
る

と
思
わ
れ
る
方
は
、
納
税
通
知
書

が
届
い
て
か
ら
納
期
限
の
７
日
前

ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
病
気
な
ど
に
よ
る
廃
業
や
災
害

な
ど
で
、
以
前
よ
り
著
し
く
所
得

が
減
少
し
た
な
ど
の
場
合
に
減
免

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
生
計
を
一
に
す
る
方
の
資

力
の
状
況
な
ど
に
よ
り
生
活
に
支

障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

※
減
免
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

方
、
何
ら
か
の
理
由
で
納
付
が
困

難
な
方
は
、
お
早
め
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

減
免
に
つ
い
て

令和８年度　町税等納期限一覧表
納付には便利な口座振替をぜひご利用ください

軽自動車税 町道民税 固定資産税 国民健康保険税
後期高齢医療保険料

令和８年 ６ 月 １ 日㈪※ １期
　　　　 ６ 月30日㈫ １期 １期
　　　　 ７ 月31日㈮ １期 ２期
　　　　 ８ 月31日㈪ ２期 ３期
　　　　 ９ 月30日㈬ ２期 ４期
　　　　11月 ２ 日㈪※ ３期 ５期
　　　　11月30日㈪ ３期 ６期
　　　　12月28日㈪ ４期 ７期

※月末が土日などで役場閉庁日となるため、翌平日となっています。

問合せ　税務住民課税務グループ　☎ ㉒ 2513

　■納税（納入）通知書などの様式が変更となります
　「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく標準準拠システムへの移行に伴い、令和
８年度分の町税や後期高齢者医療保険料の納税（納入）通知書や課税明細書が国の定める標準様式に変更
になります。

は
、
７
月
中
旬
に
決
定
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
申
し
出
に
よ
り
口
座
振

替
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
を
口

座
振
替
で
納
め
て
い
た
方
で
も
振

替
は
自
動
継
続
さ
れ
な
い
た
め
、

改
め
て
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　各種町税などについて、納期限までに完納されない場合、納期限内に納められた方との公平性を図るた
め、法律により、国税などと同様にその納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて延滞金が発生する
場合があります。
　納期限までに納付が確認できない場合は、延滞金の請求、徴収を強化していきますので、町税などの納
期限内納付のご協力をお願いします。

　■納期限内納付のご協力をお願いします
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